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１ 基本的な事項 
 

（１）新庄村の概況 

① 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

ア 自然的、歴史的条件 

（ア）自然 

本村は、岡山県の西北端に位置し、北と西の境は鳥取県に、東は真庭市蒜山地域に接し、

毛無山を主峰とする1000ｍ級の美しい連山に囲まれ、岡山県下三大河川のひとつ旭川の源流

域に在る。 

谷あいを流れる清流が集まって新庄川となり、南下して真庭市勝山地域で一級河川旭川に

合流しており、本村の総面積は67.11㎢で山林が91％を占め、谷あいに沿って標高450～600

ｍに集落が点在している典型的な山村地域である。 

耕地面積は180haで新庄川を中心とした平坦部と峡谷に沿って階段状に点在しており、生

産性及び生産条件は厳しいものとなっている。 

気候は、日本海側に属し平均気温は約12℃（令和４(2022)年－令和６(2024)年）と低く、

また、平均降雨量は年間1700mm（令和元(2019)年－令和５(2023)年）を超えます。降雪期

は12月から３月までと長く、積雪量も多くなっている。 

 

（イ）歴史 

本村は、古くは「御鴨の庄」として吉備の国に属しており、推古天皇のとき吉備の国が備

前・備中・備後に分かれると「御鴨郷」として備前の国に属し、和銅６(713)年備前の国か

ら分かれて美作の国ができたときは、「美甘郷」と改めていました。 

 その後、応永年間(1400年頃)に三浦貞宗が美作高田（真庭市勝山）に居住の際、御鴨の神

の荘園の地として新庄が分離したといわれ、「作陽誌」には真島郡の古城として「澤城 在

新庄村」と示されている。 

江戸時代に入り、森氏、松平氏、三浦氏など支配者が変わる中でも、「新庄村」のまま続

き、勝山藩時代の天保５(1834)年、広い新庄村は年貢の徴収をしやすくするため奥分、町分

と分郷し庄屋が置かれた。  

明治４(1871)年廃藩置県当時の新庄村には、奥分－奥構・上構、町分－町構・上構・下構

に５人の庄屋が置かれ、明治５(1872)年には制度改革の中でも「新庄村」は変わらず、明治

22(1889)年の市町村制施行、明治、大正、昭和、平成の大合併を乗り越え今日に至っており、

全国的にも珍しい「大字」のない村となってる。 

 

イ 社会的、経済的条件 

本村は、岡山県の西北端に位置し、真庭圏域の一部を構成している。南は真庭市、北は鳥取

県日野郡日野町に接し、豊かな自然環境に囲まれた中山間地域の村である。 

交通の面では、国道181号が村の中心部を通り、南は真庭市を経由して岡山県南部へ、北は

鳥取県日野郡方面へと通じており、県境を越えた広域的な交流が可能です。 

また、中国横断自動車道（岡山・米子線）の久世ICや湯原ICを利用することで、岡山県南部

や四国方面へのアクセスが確保されている。 

さらに、圏域南部を通る中国縦貫自動車道を経由することで、阪神方面や九州方面とも連絡

している。 

近年の交通網整備により、本村の広域的なアクセス環境は向上しており、特に、平成17年度

の主要地方道北房川上線の野土路トンネルの開通により、中国横断自動車道（岡山・米子線）

の蒜山ICを経由するルートが確保され、県内有数の観光地である蒜山地域との結びつきが一層

強まっている。 
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② 過疎の状況と今後の見通し 

昭和30年代からの高度経済成長等による若年層の都市部への流出に端を発した過疎化現象に

より、農林業が基幹産業である本村においては、人口減少が続いている。 

本村の人口推移を見ると、昭和55年から令和２年の40年間に40.1％減少している。 

また、高齢化率（65歳以上の高齢者の割合）は、昭和55年の18.0％から令和２年には42.6％に

増加しており、岡山県全体の29.5％に比べて著しく高くなっている。 

こうした状況の中で、本村は昭和45年の過疎地域振興特別措置法により過疎地域に指定され、

産業の振興や医療の確保、高齢者福祉の充実、道路交通網や生活環境の整備など、各種事業を実

施してきたところでありますが、今後、一層の人口減少と高齢化が予想され、産業の衰退や生活

環境の悪化が懸念されている。 

 

③ 社会経済的発展の方向の概要 

本村は県の三大河川旭川の源流域に位置し、面積の大部分は山林が占めるなど、豊かな自然を

有している。 

このような自然環境を活かし、農林業を中心とした産業の振興による雇用の確保及び所得の向

上を図るとともに、近年注目を浴びている地方での働き方や暮らし等に係るニーズを取込んだ施

策を展開していく。 

また、ＵＩＪターン希望者への空き家の提供や住宅の整備、各種福祉サービスの充実等、定住

しやすい環境を整備していく。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

① 人口の推移と動向 

国勢調査による人口推移は昭和55年の1,357人以降減少傾向は続いており、令和２年には813

人となっている。 

高齢化率については、昭和55年の18.0％から増加傾向が続いており平成２年には28.2％、令和

２年には42.6％と、全国平均を大きく上回っている。 

一方で、若年層の減少は続いていたが、令和２年には若干ではあるが、増加に転じている。 

 

② 産業の推移と動向 

昭和35年には第一次産業人口比率が79.4％、第二次産業比率が5.1％、第三次産業比率が15.5％

と、農林業中心の第一次産業が主体であった。 

しかし、昭和55年には第一次産業が41.1％まで減少、一方で第二次産業が37.4％と急激に伸び

たことから、この間の産業構造の変化が顕著に表れている。 

平成２年には各産業がほぼ33％であったが、平成12年には第三次産業が39.5％と伸び始め、平

成17年には48.5％と、ほぼ半数を占めている。 

そして、令和2年には第一次産業が26.7％、第二次産業が15.9％、第三次産業が57.4％となっ

た。 

村の第一次産業は、担い手の高齢化により就業人口の減少が加速化してきている。 

今後、第一次産業を含めた、それぞれの産業構造の中で新規の担い手確保や後継者の育成が喫

緊の課題である。 
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  表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 

区分 

昭和 55 年 平成 2 年 平成 17 年 平成 27 年 令和 2 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 
人 

1,357 

人 

1,165 

％ 

▲14.1 

人 

1,019 

％ 

▲24.9 

人 

866 

％ 

▲36.2 

人 

813 

％ 

▲40.1 

0 歳～14 歳 212 176 ▲17.0 132 ▲37.7 97 ▲54.2 99 ▲53.3 

15 歳～64 歳 901 660 ▲26.7 498 ▲44.7 407 ▲54.8 368 ▲59.2 

 

うち 

15 歳～ 

29 歳(ａ) 

174 107 ▲38.5 84 ▲51.7 67 ▲61.5 70 ▲59.8 

65 歳以上 

(b) 
244 329 34.8 389 59.4 362 48.4 346 41.8 

(ａ)/総数 

若年者比率 
12.8% 9.2% － 8.2% － 7.7% － 8.6 － 

(ｂ)/総数 

高齢者比率 
18.0% 28.2% － 38.2% － 41.8% － 42.6 － 

 

  表１－１（２） 人口の見通し 

区分 昭和 55 年 平成 2 年 平成 17 年 平成 27 年 令和 2 年 令和 7 年 令和 12 年 

総人口 1,357 1,165 1,019 866 813 749 702 

 

区分 令和 17 年 令和 22 年 令和 27 年 令和 32 年 令和 37 年 令和 42 年 令和 47 年 

総人口 661 625 597 570 550 538 528 

 

（３）村行財政の状況 

① 行政 

地方行政をとりまく環境は、地域住民のニ－ズの多様化と社会経済情勢の変化など大きく変貌

している。 

本計画の実現性を確保するためには、住民ニーズを的確に把握し、適切な事務事業の推進に努

めるとともに、成果を重視した行財政運営が必要である。 

また、現在の行政体制は、次のとおりである。 
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② 財政 

村財政は自主財源が乏しく、大半は交付税、国県補助金及び起債に依存している状況にある。 

【行政体制】

◎議決機関

◎行政機関

選挙管理員会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局

公 民 館

小 学 校

中 学 校

農 業 員 会 事 務 局

課長 社会教育係

上下水道係

会 計 管 理 者 出 納 室 出納係

教 育 委 員 会 教 育 長 教 育 課 学校教育係

林野係

土木係

治山係

公営住宅係

商工観光係

保育所

子ども第三の居場所

産 業 建 設 課 農政係

課長 畜産係

住 民 福 祉 課 住民係

課長 介護係

国保係

年金係

財政係

企画係

情報係

統計係

税務係

課長

議 会 議 会 事 務 局

村 長 副 村 長 総 務 企 画 課 庶務係
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令和２年度歳入では地方税の占める割合12.9％に対し、地方交付税の占める割合は40.3％とな

っており、地方交付税に依存した財源構造となっている。 

一方、財政の健全化を示す指標の一つである実質公債費比率は令和２年度では5.2％と良好な

水準を保っているものの、限られた財源の中で村民の多様なニーズに応えていくためにも、経常

経費の削減、事業の優先順位設定、事業実施の見直しなどを行っていくことが求められる。 

 

表１－２（１） 村財政の状況                    （単位：千円） 

区  分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和 2 年度 

歳入総額 Ａ 

地方税及び交付金 

地方交付税 

分担金及び負担金 

使用料 

手数料 

国庫支出金 

都道府県支出金 

財産収入 

寄附金 

繰入金 

繰越金 

諸収入 

地方債 

うち過疎対策事業費 

歳出総額 B 

人件費 

物件費 

維持補修費 

扶助費 

補助費等 

公債費 

積立金 

投資及び出資金・貸付金 

繰出金 

投資的経費 

うち普通建設事業 

歳入歳出差引額 Ｃ(Ａ―Ｂ) 

翌年度へ繰り越すべき財源 Ｄ 

実質収支 Ｃ―Ｄ 

1,738,857 

294,265 

805,110 

3,816 

20,932 

711 

206,926 

164,190 

27,484 

644 

2,906 

41,077 

23,445 

151,595 

42,800 

1,592,173 

226,570 

181,826 

9,018 

41,572 

256,725 

190,840 

143,545 

0 

138,012 

404,065 

403,822 

146,684 

54,294 

92,390 

1,866,399 

269,745 

903,293 

3,036 

20,420 

665 

188,028 

105,641 

34,906 

3,313 

0 

209,914 

22,489 

104,949 

24,400 

1,698,256 

268,972 

234,655 

8,665 

55,485 

287,605 

167,505 

205,628 

6,000 

159,271 

304,470 

299,083 

168,143 

27,592 

140,551 

1,904,590 

246,119 

767,750 

2,062 

24,387 

681 

360,951 

90,525 

42,341 

17,273 

178,152 

29,510 

13,939 

130,900 

64,200 

1,806,853 

303,264 

335,487 

16,418 

58,008 

477,148 

143,648 

23,736 

500 

117,144 

331,500 

294,639 

97,737 

10,552 

87,185 

財政力指数 

公債費負担比率 

実質公債費比率 

起債制限比率 

経常収支比率 

将来負担比率 

地方債現在高 

0.27 

12.0 

9.3 

- 

77.5 

20.0 

1,560,360 

0.21 

9.9 

6.2 

- 

73.3 

- 

1,324,008 

0.21 

8.0 

5.2 

- 

78.9 

- 

1,270,897 
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③ 施設整備の状況と動向 

ア 生産基盤 

村道は順次整備しており、令和6年度末の村道改良率は71.7％、舗装率は94.2％となってい

る。今後、地域振興の基本となる未整備区間の改良を行う。 

農道は土地改良と同時に整備を行ってきたが、良好な農業活動が行えるように適切な維持管

理を行っていく。また、林道についても基幹林道を中心に適切な維持管理を行いながら必要に

応じた道整備を図る。 

 

イ  生活環境施設 

水道施設の整備は、昭和 36 年から整備を進め、令和２年度末の水道普及率は 95.9％となっ

ている。整備された下水道への接続促進と適正な維持管理を図る。 

 

表１－２（２） 主要公共施設等の整備状況 

区  分 
昭和 55 

年度末 

平成 2 

年度末 

平成 12 

年度末 

平成 22 

年度末 

令和 2 

年度末 

村道 

改良率(%) 

舗装率(%) 

農道 

延長 (m) 

耕地 1ha 当たりの農道延長(m) 

林道 

延長(m) 

林野 1ha 当たりの林道延長(m) 

水道普及率(%) 

水洗化率(%) 

人口千人当たり 

病院・診療所の病床数(床) 

 

43.0 

66.4 

 

13,549 

58.4 

 

34,620 

6.0 

90.9 

0.0 

 

－ 

 

61.8 

88.1 

 

15,458 

67.5 

 

25,388 

4.4 

91.6 

0.2 

 

－ 

 

70.9 

91.0 

 

15,111 

69.0 

 

30,951 

5.4 

93.4 

16.2 

 

－ 

 

70.2 

92.1 

 

17,607 

87.6 

 

32,765 

5.6 

95.5 

81.9 

 

－ 

 

70.8 

94.0 

 

20,872 

86.7 

 

32,528 

5.6 

95.9 

89.5 

 

－ 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

①これまでの過疎対策の成果と課題 

これまでの「新庄村過疎地域持続的発展市町村計画」や、「第２期新庄村振興計画・総合戦

略」等に基づき、農林業をはじめとする産業振興、道路や上下水道の整備、保健福祉施策の充

実、教育や地域文化の振興、移住・定住施策等により、地域の活性化に取り組んできた。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行により人の流れが抑制される等、人口の社会増減

では転出超過が続き、また、高齢化による人口減少と相まって、地域の持続可能性を高めるた

めには、人口減少の緩和や地域の担い手確保などの各種過疎対策を行う必要がある。 

 

②基本的な施策の方向性 

「第２期新庄村振興計画・総合戦略」の基本構想において、本村の将来像を「自然豊かなこ

の地で、心豊かな人材を育むとともに、地域産業を発展させ、皆が安心して笑顔で暮らせる美

しい村」と定めています。  

この将来像の実現と持続可能な地域社会の形成及び人口減少の緩和を図るため、本計画にお

ける基本的な施策の方向性を次のとおり定める。 

 

ア 安定した雇用を創出し、安心して働けるようにする 
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◇ 基盤産業である農業と林業を次世代へ継承する村 

新庄村の人口動態を見ると、若い世代の人口流出が大きく、人口減少の主たる要因とな

っています。このような若い世代の流出に歯止めをかけるためには、安心して働ける場の

創出が必要となります。特に基幹産業である農業と林業の価値向上を図り、働き手を増や

すことは、新庄村の大きな魅力である美しい村の景観保持にもかかわるため重要です。   

また、農林業の６次産業化を推進し発展させることで、製造業や流通業、小売業といっ

た産業への波及効果が期待できます。 

 

イ 新しいひとの流れをつくる 

◇ 美しい村の景観と豊かな自然を継承する村 

新庄村は「日本で最も美しい村連合」にも加盟し美しい景観を守っており、中でも毛無

山周辺の森林は、大山隠岐国立公園の特別保護地区にも指定され豊かな自然が残っていま

す。また、がいせん桜通りは当時の宿場町の風情を残しており、これらの観光資源を大切

にし、有効に活用しながら地域の活性化を進めます。本村の魅力を発信することにより、

村外から本村への人の流れが生まれることを目指します。 

 

ウ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

◇ 子育てファミリーの移住先、定住先として選ばれる村 

人口の社会増を目指すうえで有効な若い世代の移住を進めるため、サテライトオフィス

の誘致やテレワーク等の環境を整備します。また、本村の充実した教育環境をさらに高め

ることにより、子育てファミリー層の移住を促します。 

 

エ 時代に合った地域をつくり、安全・安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

◇ 健康で子どもから高齢者まで生き生きと暮らせる村 

高齢になっても元気で生き生きと暮らせるよう、健康づくりや生活習慣病予防に取り組

むなど健康寿命の延伸を図ります。また、子供からお年寄りまで全村民の総合的な支援体

制の構築ため、複合施設の整備検討を行います。このほか、地域住民の憩いの場の整備や

公共交通サービスの充実に努めます。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

本計画に基づき実施する施策により達成すべき基本目標は、次のとおりとする。 

 

①農林業新規就業者数 10 人（累計） 

②観光入込客数  500 千人（累計） 

③婚姻率    4.0 

④健康寿命   男性 80.2 歳 女性 85.9 歳 

 

 本計画は、「第２期新庄村振興計画・総合戦略」の「第５部 総合戦略」の趣旨と同じもので

あり、両計画の整合性を図る観点から、本計画における目標値については、総合戦略に掲げる目

標値と一致させることとする。 

 なお、「第２期新庄村振興計画・総合戦略」の計画期間は令和１２年３月３１日までであるた

め、計画期間を超える令和１２年度については、その改定状況を踏まえ、必要に応じて改定する。 

 

（６）計画の達成状況の評価 

基本目標の達成状況については、毎年度、評価委員会で効果検証を行い、必要な見直しと改善を

図ることで翌年度の取組に活用するＰＤＣＡサイクルを実施する。 
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（７）計画期間 

本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５箇年とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

本村では、平成29（2017）年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、その中で次のとおり公

共施設等マネジメントの基本方針を定めた。 

 ①公共施設保有量の最適化 

 ②維持する公共施設等のライフサイクルコストの最適化 

 ③地域づくりと連動した持続可能な公共施設等のマネジメントの推進 

本計画における公共建築物及びインフラ資産の管理に係る施策については、これらの基本方針に

則り、限られた予算を有効活用しながら推進していく。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 
 

（１）現状と問題点 

① 移住・定住・地域間交流の促進 

本村では少子高齢化の影響に伴い、自然減の状態が長年続いている。そのため、平成 27 年に

「人口減ストップ対策」を宣言し、転入者の増加による社会増を実現させ、人口減に歯止めをか

ける取り組みを続けてきた。その結果、毎年 20 名以上の転入を実現しているものの、受け入れ

に必要な物件の確保が難しく、転入者数を大きく伸ばすには至っていない。 

一方で、近年、頻発する大規模な自然災害による安心・安全に対する意識の高まり、情報通信

技術の急速な発展、働き方・ライフスタイルの多様化など、社会情勢の変化に伴い地方移住への

関心が高まっている。 

これまでも、人口減少対策の一環として、出産準備金や幼児・小学生・中学生への就学支援な

ど若者や子育て世代などの移住・定住の促進のほか、移住・定住者に対する幅広い支援制度や住

まいなどの移住定住に関する情報を村公式ホームページや広報紙、パンフレット、移住セミナー

等でＰＲを行ってきた。 

今後はさらに効果的な移住・定住支援の取組やニーズに即した制度の策定や移住者目線を持ち、

移住希望者に寄り添って支援を行う団体の長期の活動継続及び育成が必要となる。また、移住・

定住に限らず、事業用や二地域拠点居住など多様な人材の確保に努め、関係人口の創出を図る必

要がある。 

 

 転入者数 転出者数 転入者数－転出者数 

令和元年度 ２６ ３０ △４ 

令和２年度 ２５ ２５ ０ 

令和３年度 ２１ ３８ △１７ 

令和４年度 ２０ ２６ △６ 

令和５年度 ２３ ３３ △１０ 

資料：政府統計の総合窓口（e-Stat） 

 

② 人材育成 

地域づくりの原点である、地域コミュニティで行う各種行事や祭礼が、過疎高齢化の進行によ

って全国的に維持することが困難になりつつある。このことは、本村においても例外ではなく、

長きにわたり地域の活性化を担ってきた地域づくり団体も担い手不足により、活動を休止する事

例もある。また、複雑化・多様化する地域の課題等が山積しており、過疎地域の持続的発展には、

それぞれの世代において、自らの生涯を切り開いていく力を身に付け、それを地域社会全体の力

に結びつけていく取組やその解決のための学習機会の充実が求められている。 

 

（２）その対策 

① 移住・定住・地域間交流の促進 

ア 若い世代やＵＩターン希望者の本村への移住・定住を促進するため、起業・就業や住居、子

育て、教育等の受け皿に関する総合的な環境づくりや、県や近隣市町、定住支援団体をはじめ

東京・大阪の移住支援センター等関係機関と連携を図り、移住・定住希望者に対して村の情報

発信や定住相談、移住セミナー、イベント等を開催することで、村への移住・定住促進と関係

人口の創出・拡大を図るとともに、移住後のサポートを実施していく。 

イ 地震等による災害リスクの少ない本村の魅力や移住・定住促進施策、子育て環境等の優位性

をＰＲし、移住・定住希望者へ情報発信を行うとともに、定住促進支援制度等により移住・定

住の促進を図る。 
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ウ クリエイティブな人材が育つ環境を整備するなど、企業や人材を呼び込むことができる魅力

的な地域づくりに取り組むことで、移住・定住促進と関係人口の創出・拡大を図る。 

エ 空き家等を活用したテレワークやワーケーションの促進、サテライトオフィスの整備、企業

誘致等により多様な人材の確保することで、移住・定住の促進及び関係人口の創出・拡大を図

る。 

 

② 人材育成 

子育て世代や高齢者等のライフステージに応じた学習環境や学習機会を充実させるとともに、

自治組織の活動等の活発化と地域活動への理解と参加、情報の共有化を図りながら、多様な地域

づくりの担い手の確保及び育成を促進する。また、公営塾において、中学生の学力向上や、地域

の未来を担う人間力の向上に向けたカリキュラムの開発を行う。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・地域

間交流の促進、人材

育成 

(1) 移住・定住 

 

 

(3) 人材育成 

 

(4) 過疎地域持続

的発展特別事業 

移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成 

おためし住宅整備事業 

定住促進住宅整備事業 

 

人材育成拠点施設整備事業 

 

 

 

空き家対策事業 

・村内の空き家の改修を行う

個人又は法人に対して補助

を行うことで、村内への移

住促進を図る。 

移住サポート事業 

・移住・定住情報の発信や移

住希望者へ細かなサポート

を行うことで、移住者の増

加を図る。 

 

総合的人材育成事業 

・社会人を対象に、自ら考え

主体的に行動し地域の課題

を解決できる人材を育成す

るための講座を開催する。 

 

新庄村 

新庄村 

 

新庄村 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 
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３ 産業の振興 
 

（１）現況と問題点  

① 農業 

本村の農業就業者数は、基幹作物である米及び畜産物の価格低迷等、農家を取り巻く社会経済

情勢の変化で減少傾向が続き、就業者の高齢化と担い手不足が深刻となっている。また、基幹作

目の水稲は、機械の過剰投資や小規模栽培により生産コストが高くなっている。 

 

農家戸数及び農家人口 

年度 

農家戸数 農家人口 

 専業 
第 1 種 

兼業 

第２種 

兼業 
 男性 女性 

昭和 55 年度 260 34 17 209 1,070 517 553 

平成２年度 231 25 28 178 925 449 476 

平成 17 年度 158 33 23 102 719 339 380 

平成 27 年度 113 37 5 71 400 189 211 

令和２年度 88 － － － 214 118 96 

（農林業センサス） 

農業粗生産額の推移                       （単位：千万円） 

区  分 S55 H2 H17 H27 R2 

合計 35 40 27 25 23 

 

耕種 13 18 12 16 15 

 

米 11 16 12 9 9 

麦類 － － － － － 

豆・いも類 0 0 0 0 0 

野菜 2 2 0 5 4 

果物 0 0 0 3 1 

工芸農作物 － － － － 0 

その他 － 0 0 0 1 

養蚕 － － － － － 

畜産 22 22 15 9 8 

 

肉用牛 10 13 x 6 8 

乳用牛 10 9 10 3 － 

うち生乳 8 － 9 3 － 

豚 2 － － － － 

鶏 0 － － － － 

うち鶏卵 0 － x x － 

うちブロイラー － － x x － 

その他 － － － － － 

加工農産物 － － － － － 

（岡山県農林水産統計） 
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農用地面積 

年度 
 

総面積 田 畑 樹園地 

昭和 55 年度 243 203 38 2 

平成２年度 216 190 26 1 

平成 17 年度 174 155 18 1 

平成 27 年度 166 146 19 2 

令和２年度 135 113 20 2 

（農林業センサス） 

 

② 林業 

国内では、戦後の拡大造林により植林された森林が利用期を迎えており、国産材需要は回復傾

向にある。一方で、林業従事者の高齢化、担い手不足は全国的な課題となっている。 

村内においても基幹産業である林業の現況は同様であるが、林業従事者については若返りが進

んでいる。 

村内の人工林の多くは主伐期を迎えているが、国土保全、自然環境維持、水源涵養等の多面的

機能を保持する観点から、伐採、造林、育林の適正なサイクルを基礎としつつ、持続可能な林業

を推進する必要がある。 

 

森林（民有林）整備の目標 

区分 
現状 

（令和２年度） 

目標 

（令和 11 年度） 
備考 

面積 5,720 ha 5,770 ha  

 

人工林 3,036 ha    3,110 ha   

天然林 2,361 ha   2,348 ha   

その他 323 ha   312 ha   

材積 1,127,279 ㎥ 1,204,000 ㎥  

 

人工林 930,747 ㎥  1,027,000 ㎥   

天然林 196,531 ㎥  177,000 ㎥   

その他 －  －   

人工林率 53% 54%  

現状は岡山県農林水産部林政課調べ（岡山県の森林資源 令和３年３月） 

 

③ 商工業 

村の商業及び工業は、ともに零細である。商業については、近隣市町の大型店へ購買客が流れ

たことや、ネット通販の普及等による売り上げ減少、また、後継者不在により廃業した商店もあ

り、厳しい状況にある。工業については、村内には小規模な食品加工団体や木材関係の工場があ

るが、出荷額は低調である。また、地理的制約もあり、規模の大きな製造業等の新規企業の立地

は見込めない。 
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商店数、従業員数及び商品販売額の推移 

年度 商店数 従業員数 
商品販売額（万円） 

総額 １店舗当り 

昭和５７年 24 61 59,886 2,495 

平成３年 23 73 82,863 3,603 

平成１９年 15 40 45,000 3,000 

平成２８年 11 32 26,400 2,196 

令和 3 年 13 39 60,100 4,623 

（商業統計調査 ※平成 28 年度以降は経済センサス） 

 

工場数、従業員数及び製造品出荷額の推移 

年度 工場数 従業員数 
製造出荷額（万円） 

総額 １工場当り 

昭和５５年度 7 92 46,845 6,692.1 

平成２年度 6 100 49,137 8,189.5 

平成１７年度 3 17 17,500 5,833.0 

平成２６年度 1 17 － － 

令和２年度 1 13 － － 

（注）工業統計調査結果による製造品出荷額総額は加工賃等を含む。 

（工業統計調査） 

 

④  観光・レクリエ－ション 

がいせん桜通りは、出雲街道新庄宿の面影が残る町並みと、通りの両脇にあるがいせん桜が融

合された景観が魅力であり、重要な観光資源となっている。これまで観光客が訪れるのは、主に

春の開花時期に限定され、その他の季節にはほとんど集客が見込めない状態であった。しかし、

令和元年にがいせん桜通り内の古民家を改修して整備した宿泊施設を開業したことで、春の開花

時期以外での滞在型観光を促進している。 

一方、平成 30 年４月に改修した国道 181 号線沿いの道の駅「道の駅がいせん桜新庄宿」は、

年間を通じて本村の観光拠点として機能している。また、毛無山地域一帯については、平成 14

年３月に大山隠岐国立公園に編入されて以来、登山者が増加している。また、平成 20 年４月に

は、毛無山が「森林セラピー基地」に認定され、森林セラピーでの自然体験を目的に来村する人

も増加している。 

 

（２）その対策 

① 農業 

農業活性化のため、新庄村農業公社を中核とした担い手の確保と農地の保全に取り組んでいく。

担い手については、若者だけでなく、定年帰農など中高年の就農者、法人の参入を進め、農地に

ついては農地中間管理事業を活用した農地の利用集積を進めていく。そして、関係機関との細や

かな連携により、就農サポートと集落組織化の支援を行う。 

一方、農業所得は農産物価格の低迷等により減少しているため、本村の気象条件を活かした「ヒ

メノモチ」と花き等の園芸品目の栽培の推進、そして６次産業化及び畜産の振興に積極的に取り

組んでいく。 
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また、農作物を運搬するため、重要な農道等について舗装・改良を行っていく。 

 

② 林業 

伐採した木の安全で効率的な搬出のため、引き続き林道及び基幹作業道を整備する。林業の担

い手については、引き続き県等の関係機関と連携しながら確保を図る。 

 

③ 商工業 

新商品の開発、販路開拓、新規創業及び後継者の育成等について、関係機関と連携し、それぞ

れの事情に応じたきめ細かな支援を行う。 

 

④ 観光・レクリエ－ション 

古民家宿泊施設等の村内宿泊施設と森林セラピー等の自然体験プログラムを連携させた滞在

型観光を推進する。 

また、平成 30 年４月から地域連携ＤＭＯである（一社）真庭観光局に加入し、真庭市と一体

的に観光振興を図っている。今後、同局と連携しながら、新型コロナウイルス感染症により変化

した新たな旅行スタイルに対応した着地型観光の整備を推進する。さらに、老朽化した村内の観

光施設の更新を適宜行う。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興 (1) 基盤整備 

  農業 

 

 

  林業 

 

 

 

 

 

(3) 経営近代化施

設 

  農業 

 

(9) 観光又はレク

リエーション 

 

(10)過疎地域持続

的発展特別事業 

  第１次産業 

 

 

 

 

 

 

 

水路改修整備事業 

戸島地区 L=300.0m 

 

村有造林保全事業 

296.0ha 

林道潤谷線舗装事業 

L=300.0m W=3.0m 

 

 

 

 

農産品加工施設整備事業 

 

不動滝周辺公園整備事業 

森林セラピー基地整備事業 

観光施設長寿命化事業 

 

 

農業公社運営事業 

・新庄村農業公社への支援を

通じ、本村の農業の振興を

図る。 

農業生産力維持事業 

・村内農家による生産力の維

持・向上の取組への支援を

 

新庄村 

 

 

新庄村 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

新庄村 

新庄村 

新庄村 

 

 

新庄村 

 

 

 

新庄村 
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観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

通じ、本村の農業の振興を

図る。 

 

森林セラピー事業 

・森林セラピー基地を活用し

た観光振興及び交流人口の

増加を図る。 

真庭版 DMO 推進体制支援事

業 

・真庭版 DMO である（一社）

真庭観光局への支援を通じ

て、村内の観光振興を図る。 

 

空き家活用事業所開設支援事

業 

・空き家等を活用した事業所

の新規開設を支援すること

で、産業振興及び地域活性

化を図る。 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

（４）産業振興促進事項 

① 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進地域 業種 計画期間 備考 

新庄村全域 
製造業、旅館業、農林水産物等

販売業、情報サービス業等 

令和８年４月１日 

～令和13年３月31日 
 

  

② 当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記（２）及び（３）におけるその対策及び事業計画のとおり。 

 

（５）他市町村との連携 

本村はこれまで周辺自治体や全国の同規模自治体等の過疎地域間で連携し、観光等の産業振興を

図ってきた。 

今後も本村の持続的発展のため、自治体間の連携による相互の知見を活かした効果的かつ効率的

な産業振興施策を推進する。 
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４ 地域における情報化 
 

（１）現状と問題点 

本村では平成20年度までに光通信網の整備が完了しており、高速インターネット通信、光電話及

び告知放送サービス等を提供している。今後、光通信網を含む情報基盤の維持管理及び更新を適切

に行う必要がある。 

一方で、行政事務・手続の効率化に向け、時代に対応した環境の構築 (行政手続きのデ

ジタル化・オンライン化など )や、新型コロナウイルス感染症を契機に導入が進んだテレ

ワーク等新しい働き方に対応した通信環境の更なる高速化が求められている。  

 

（２）その対策 

① 情報基盤の整備 

光通信網を含む情報基盤の維持及び更改を適切に行う。また、テレワーク等新しい働き方に対

応したWi-Fi等通信環境の整備を進める。 

② 行政のデジタル化の推進 

ＩＣＴ技術を活用し、行政情報を村民のスマートフォンやタブレット等を通じて発信し、また、

行政手続及び庁内事務をオンライン化することで、村民の利便性の向上及び庁内事務の効率化を

図る。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

３ 地域における情

報化 

(1) 電気通信施設

等情報化のため

の施設 

  告知放送施設 

 

防災行政無線

施設 

 

テレビジョン

放送等難視聴

解消のための

施設 

 

ブロードバン

ド施設 

 

その他の情報

化のための施

設 

 

(2) 過疎地域持続

的発展特別事業 

デジタル技術

活用 

 

 

 

 

告知放送施設更改事業 

 

防災行政無線更改事業 

 

 

ＣＡＴＶ施設更改事業 

 

 

 

 

光通信網施設更改事業 

 

 

情報基盤施設サーバー更改事

業 

 

 

 

 

デジタル実行計画策定事業 

・デジタル技術の活用に係る

村の将来計画の策定を通

 

 

 

新庄村 

 

新庄村 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 



- 17 - 

 

じ、行政サービスの利便性

向上を図る。 

行政情報発信デジタル化事業 

・行政情報を村民のスマート

フォン等へオンラインでタ

イムリーに発信できるシス

テムを導入することで、情

報発信の効率化を図る。 

行政事務デジタル化推進事業 

・マイナンバーカードによる

本人確認を基本とした行

政手続の電子化推進、役場

庁内事務の電子化による

業務効率化・ペーパーレス

化を図る。 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 
 

（１）現況と問題点  

本村は公共交通機関が少ないため、日常生活において自動車が必要不可欠な状況である。 

道路整備については、米子自動車道の整備、国道181号及び県道北房川上線の改良が着実に進み、

近隣都市への移動時間が短縮され、日常生活の行動範囲が広がるとともに、交流人口の増加も図ら

れてきた。 

今後は、引き続き生活道路である村道の改良並びに農林業振興のための農林道の整備、また、冬

季の除雪機械の整備、公共交通機関の確保及び維持に努める必要がある。 

 

①  村道 

村道の改良率は70.8％であり、生活路線としてはほぼ改良を終えているが、集落内には狭小区

間が残る。 

 

村道の状況 

 種  別 路線数 実延長(m)  改良延長(m)  改良率(％)  舗装延長(ｍ)  舗装率(％) 

 幹一級   ４線  10,728       9,616        89.6       10,728      100.0 

 幹二級   ４線   7,110       6,360        89.4        6,886       96.8 

 その他 ６９線  34,692      21,215        61.1       31,774       91.6 

   計 ７７線  52,530      37,191        70.8       49,388       94.0 

（道路台帳） 

② 農道及び林道 

農林道の整備は本村の基幹産業である農林業の振興に資するとともに、山間部に位置する本村

にとっては、村民の生活道路としての重要な役割も果たしているため、今後も更なる路線の整備

が必要である。 

    

③ 除雪対策 

豪雪地帯に位置する本村においては、冬期間の生活道確保等のため除雪機械の整備、除雪作業

の民間委託等の除雪対策を行っている。積雪は通勤、通学等日常生活に支障をきたすため、引き

続き迅速かつ安全な除雪作業の実施が求められている。 

 

④ 公共交通機関 

昭和30年代から真庭市勝山と本村を結ぶ定期バスが運行していたが、乗客数の減少により平成

21年に事業者が撤退した。このため、隣接する真庭市に同一路線を通るコミュニティバスの運行

を委託し、現状では真庭市久世と本村を結ぶコミュニティバスが１日４往復運行している。 

また、平成29年11月からは、交通空白地域の解消のため、村内各地区とコミュニティバスを接

続する無料の村内巡回バスの運行を開始している。 

 

（２）その対策 

① 村道 

村民の安全な生活道路の確保のため、集落内の狭小区間の解消を図る。 

 

② 農道及び林道 

集落間等を結ぶ生活道路としての役割を担っている農林道について、舗装・改良等整備を行う。 
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③ 除雪対策 

除雪機械の計画的な更新、増強等により除雪能力の向上を図る。 

 

④ 公共交通機関 

真庭市と本村を結ぶコミュニティバスは、通学や高齢者の移動手段として重要な役割を果たし

ているため、今後の運行維持のためにコミュニティバスの利用促進を図る。 

また、村内巡回バスについては、村民の利便性向上を図るため、村民の要望を反映しながら運

行を継続する。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の整備、

交通手段の確保 

(1) 市町村道 

  道路 

 

 

 

 

  橋りょう 

 

 

 

 

(8) 道路整備機械

等 

 

 

 

(9) 過疎地域持続

的発展特別事業 

  公共交通 

 

 

 

 

 

 

村道田浪線改良事業 

L=800.0m W=7.0m 

村道西田線改良事業 

L=114.5m W=3.0m 

 

夫婦橋修繕事業 

L=15.0m W=4.0m 

四十曲第 2 橋修繕事業 

L=3.0m W=4.5m 

 

除雪ドーザー １台 

村内巡回バス車輌整備事業 

 

 

 

 

 

真庭市コミュニティバス運行

事業 

・真庭市中心部と本村を結ぶ

コミュニティバスを運行

し、村民の移動手段の確保

を図る。 

村内巡回バス運行事業 

・村内各地区と村中心部を結

ぶ巡回バスを運行し、交通

空白地域の解消を図る。 

 

 

新庄村 

 

新庄村 

 

 

新庄村 

 

新庄村 

 

 

新庄村 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 
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６ 生活環境の整備 
 

（１）現況と問題点 

山間部に位置する本村は、これまで上下水道や住宅等の整備により、生活環境の整備を行ってき

た。 

今後、本村の豊かな自然と景観との調和を図りながら、施設の維持や更新等を行う必要がある。 

 

① 水道施設 

令和７年３月末時点、水道普及率は99.5％となっている。 

近年の生活水準、衛生意識の向上により水道水への依存度は高くなり、給水使用量は年々増加

している。今後、維持管理の徹底と省力化、老朽化した管路や設備等の改良が必要である。 

 

② 環境衛生  

ア し尿及び生活排水処理 

下水道整備は完了し、村が下水道接続、浄化槽整備を推進したこともあり、水洗化率は令和

７年３月末時点で90.3％となっている。 

下水処理については、真庭市の美新浄化センターで行っている。 

イ ごみ処理 

以前は美甘新庄衛生組合（旧美甘村と共同で設立）が設置した焼却場を中心にごみ処理を行

っていたが、現在は真庭市にごみ処理を委託している。 

ウ 火葬場 

村の火葬場は平成27年度に真庭市から移譲された。建物及び施設については老朽化進んでい

たが、現在は改修を行って使用している。 

  

③ 消防体制 

常備消防として真庭消防組合を組織し、広域的に活動していたが、現在は真庭市に委託してお

り、隣接の真庭市美甘に美新分署が置かれ、消防・救急業務に当たっている。 

また、村には非常備消防として新庄村消防団が組織されており、消防ポンプ自動車２台、小型

動力ポンプ積載車４台、防火水槽12基を整備している。火災、風水害、地震から地域を守る防災

の要として消防団の果たす役割は重要である。 

多発化・激甚化する災害対策による早期避難の呼び掛けや避難誘導、土のう設置や消火作業な

ど多岐にわたって多様化・複雑化する消防団へのニーズへ対応すべく、盤石な体制構築が喫緊の

課題となっている。今後、消防施設や資機材の更新及び改修並びに防災行政無線の整備を含めた

消防体制の強化を図る必要がある。 

 

④ 公営住宅 

村が運営している公営住宅は、一部が経年劣化により修繕費用が増加しているが、一部売却

を進めていき、負担を抑えている。 

 

（２）その対策 

① 水道施設 

下水道整備に併せて水道施設の整備は終了しているが、今後は、管理コストの低減と、老朽化

した管路や施設・設備等の改修を図る。 

 

②  環境衛生  

ア し尿及び生活排水処理 
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下水道整備が完了し、下水道の水洗化率は90.0％に達している。下水道区域外においても、

市町村浄化槽整備事業の実施により浄化槽地域の水洗化率は73.3％となっており、今後も下水

道の接続推進、浄化槽の普及促進に努める。 

また、下水処理施設の計画的な更新を行う。 

イ ごみ処理 

ごみ処理は真庭市に委託しているが、今後もリサイクルをはじめ、資源の再利用に努め、ご

み排出量の削減に努める。 

ウ 火葬場 

火葬場は建物及び施設の老朽化が進んでおり、今後も継続的に利用が見込まれるため、改修

を行ったが、今後は施設の建替えを含めその在り方を検討していく。 

 

③  消防体制 

人口の減少から、消防団員の確保は困難な状況にあるが、地域防災の重要性に鑑み、防災行政

無線を含めた機器、設備の計画的な更新・改修を行い、消防体制の強化を図るとともに、予防消

防の徹底を図っていく。また、風水害、地震等の災害から村民の生命、財産を守るため、自主防

災組織の活動の充実、強化に努める。 

 

④ 公営住宅 

老朽化した施設について適切に修繕を行うが、今後は施設の老朽化による維持管理コストの増

加が見込まれることから、施設の売却を進めていく。また併せて、売却できない住宅は除却の検

討を行う。住宅ニーズをみながら供給についても検討を行っていく。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の整備 (1) 水道施設 

  簡易水道 

 

 

(2) 下水道処理施

設 

  公共下水道 

 

 

  その他 

 

(5) 消防施設  

 

(7) 過疎地域持続

的発展特別事業 

  その他 

 

 

 

 

 

がいせん桜通り水道管敷設替

事業 

 

公共下水道接続事業 

 

美新浄化センター検査機器更

新事業 

 

合併処理浄化槽整備事業 

 

防火水槽改修事業 

 

 

 

定住促進住宅借上事業 

・民間事業者が単身移住者向

けに整備した賃貸住宅を借

上げることにより、同住宅

の安定運用を図る。 

 

 

新庄村 

 

 

新庄村 

 

新庄村 

 

 

新庄村 

 

新庄村 

 

 

 

新庄村 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 
 

（１）現況と問題点 

① 高齢者等保健 

高齢者人口の増加に伴い、コミュニティ活動が困難となり、その結果地域の活力が低下する傾

向にある。地域の活力を低下させないため、高齢者が心身ともに健康であるよう、生活習慣病の

予防、健康増進等の健康に関する正しい知識の普及、広報紙への健康情報の掲載、必要に応じた

健康相談を実施している。 

また、健康相談を通じて、独居高齢者や認知症が気になる方には保健師等が訪問支援を行って

いる。健康診断は、特定健康診査、各種がん検診の受診奨励を、愛育委員等を通じて行っている。

また、人間ドックや脳ドックについても助成金を交付し受診の奨励を行っている。 

 

② 高齢者福祉 

本村における高齢化率は年々上昇しており、全国平均、県平均を大きく上回っている。令和7

年の高齢化率は45.9％に達しており、近年は高齢者のみの世帯や一人暮らし高齢者が増加し、各

家庭の扶養、介護機能が低下する傾向にある。 

また、高齢者の消費者被害など、取り巻く環境は厳しさを増しているため、地域包括支援セン

ターを中核とした地域全体で高齢者を支えていく地域包括ケアシステムの充実と、介護予防や健

康づくり、生きがい対策等の高齢者福祉の向上を図ることが大きな課題となっている。 

本村では従来から高齢者福祉対策として他の町村に先駆け、敬老年金制度、老人クラブ活動へ

の財政援助、介護予防教室（スマートヘルスケア事業）など積極的な対策を講じてきた。 

今後は、高齢者自身が健康を守り、生きがいを見つける努力と自立した生活への意欲が必要で

あり、一人暮らしとなった地域内の高齢者が連帯して明るく生活する社会の実現が必要である。 

さらに、高齢者が長年にわたって培ってきた知識、経験等を活かし、これらを若い世代へ伝承

することで、地域全体を活性化させることのできる施策が必要である。 

 

③ 児童福祉 

昭和52年に保育所を設置し、現在、定員35人で保育業務を行っている。今後、保育児数の増加

が見込めない状況ではあるが、待機児童を生じさせないための保育体制の維持及び多様化する保

育に対するニーズへの対応が求められる。 

令和６年に地域の子ども達が安全に安心して過ごせる場所として「子ども第三の居場所」を設

置し、主に小学生の放課後の居場所として運営している。 

また、少子化、人口減少の進行により、子ども同士の遊びや多世代との交流の機会が減少して

いる。 

保護者の就労形態の多様化、核家族化などにより子育て家庭を地域全体で支える仕組みが求め

られている。 

 

（２）その対策 

① 高齢者等保健 

医療、介護等の切れ目ないサービス提供のためには、保健師、ケアマネジャー、診療所等、行

政機関内部での連携が重要なことから、以下について連携を強化する。 

ア 保健師とケアマネジャー等との連絡を定期的に行い、高齢者の保健福祉サービスの充実に努

める。 

イ 医療部門との連携を図り、高齢者への適切な保健、福祉、医療サービスの提供に努める。 

ウ 保健、福祉、医療部門の連携チーム等を組織し、情報を共有することにより、効率的なサー
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ビスの提供に努める。 

エ 特定健康診査及びがん検診についても、各種機関の連携により、受診率上昇に努める。 

 

② 高齢者福祉 

今後予想される高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯の増加に対応するため、村の総合福祉

施設内に設置した地域包括支援センターを中核として、社会教育、地域文化、スポ－ツ活動への

積極的参加や、各種相談、学習、レクリエ－ションの活動を行うことで、高齢者福祉の推進を図

る。また、高齢者向け専用住宅と各公共施設を含めた複合施設の整備の検討を行う。 

社会活動に高齢者の知識と経験を活かすボランティア活動、コミュニティ活動への参加を促進

するとともに地域の人々とのふれあいの促進を図る。 

 

③ 児童福祉 

保育士の確保や施設改修等により適切な保育サービスを提供することで、子育て世代の負担を

軽減し、村内で安心して子育てができる体制の整備を図る。 

地域全体で子育てを支える環境を確保し、子どもの健やかな成長と家庭の安心に繋がる仕組み

を確立する。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度）  

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境の確

保、高齢者等の保健

及び福祉の向上及

び増進 

(3) 高齢者福祉施

設 

  その他 

 

 

 

(8) 過疎地域持続

的発展特別事業 

  児童福祉 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者・障害

者福祉 

 

 

総合福祉施設長寿命化事業 

高齢者シェアハウス整備事業 

多目的福祉施設長寿命化事業 

 

 

 

子育て・児童育成支援事業 

・保育料や医療費等の無償化

を行い、子育て世帯の負担

軽減を図る。また、多世代

との交流の機会を設けるこ

とで、子育てしやすい地域

づくりを推進する。 

 

高齢者生きがい活動支援事業 

・高齢者の社会活動への参加

を促進し、生きがいのある

生活の確保を図る。 

 

高齢者在宅福祉サービス事業 

・高齢者の日常生活を支援す

ることで、安心安全な生活

の確保を図る。 

 

 

 

新庄村 

新庄村 

新庄村 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 
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８ 医療の確保 
 

（１）現況と問題点 

村の中心部に総合福祉施設「ふれあいセンタ－」を設置し、内科、歯科診療及び整骨院を併設し

ており、医師については、内科及び歯科は各１名が常駐、整骨院は週２日診療している。 

入院や高度医療の需要については、村外の医療機関へ依存している状況であるため、高齢化が進

行する中で医療連携の充実が必要である。救急医療体制については、真庭市と連携協力し、真庭市

内の病院へ救急車で搬送しているところである。 

 

（２）その対策 

高齢化社会への対応と医療体制の充実のために医師の確保が必要であり、真庭圏域内の病院施設

との連携を図るとともに、村内の高校生で国公立大学医学部（地域枠を除く）への進学者に対し、

村費による特別奨学制度の検討を行う。 

また、情報通信ネットワークが進歩していることから、高齢者世帯における事故等の通報に対応

できる新たな通報システムの検討を行う。 

予防のための村民の検診に一層の力を傾注し、集団検診等による検診の徹底、脳ドック及び人間

ドック受診の奨励を図る。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確保 (1) 診療施設 

診療所 

 

診療設備更新事業 

 

新庄村 
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９ 教育の振興 
 
（１）現況と問題点  

① 学校教育 

本村の小・中学校は、本村内に育つ児童生徒を対象とした教育機関であり、教育文化の殿堂と

して教育すべての面で大きな役割を果たしてきたが、社会環境が大きく変化している今日、変化

に柔軟に対応し、心豊かにたくましく生きる児童生徒の育成が大きな課題である。 

このような状況の中、平成31年４月に小中一貫教育校を開設し、義務教育９年間の発達段階に

合わせて必要な教育を系統的・継続的に行っている。 

また、「ふるさと新庄学」を中心に、地域の方から「自然・文化・歴史・産業」等多くのこと

を学び、５年生からは地域の人と関わりながら、地域の一員として、自ら課題を明確にして解決

に向け取り組むことで、自己有用感や自己存在感を育んでいる。 

 

      村立小・中学校の児童・生徒数の推移 

 小学校 中学校 

学校数 学級数 児童数 学校数 学級数 生徒数 

平成 2年 1 6 81 1 3 42 

   7年 1 5 49 1 3 46 

  10年 1 7 62 1 4 30 

  15年 1 6 59 1 3 29 

  20年 1 6 55 1 3 33 

  25年 1 5 42 1 3 25 

  30年 1 4 42 1 3 19 

令和 5年 1 4 33 1 3 18 

（学校基本調査資料） 

 

      小・中学校施設整備状況 

   

 
校数 

     校地面   積          校舎  面積    屋 内 体

操場 

 プ－ル 

  総面積 
児 童 生 徒

１人当り 
 総面積 

児童生徒 

１人当り 

 鉄筋校 

 舎面積 
 設置校  設置校 

小学校  １ 9,678㎡ 302.4㎡ 1,515㎡ 47.34㎡ 1,430㎡    １    １ 

中学校  １ 9,435㎡ 555.0㎡ 2,349㎡ 138.18㎡ 2,311㎡    １    ０ 

（Ｒ７教育委員会資料） 

② 社会教育 

急速に変化する現代社会の中で生きがいのある生活を送るには、社会変化に適応し、主体的に

ものごとに対処できる能力を養う必要があり、そのため、生涯にわたり絶えず自己啓発を続ける

生涯学習への意欲が高まっている。 

また、生活水準やそれを取り巻く生活環境の変化に伴う新知識吸収への欲求、失われた人間の

連帯性や主体性の回復への意欲等から、社会教育への期待も高まっている。 

こうした社会動向にあって、本村の社会教育は地域づくりを支える人づくりの育成のため、中

央公民館やふれあいセンタ－を中心に各世代に応じた各種の学級、教室、講座の開講をはじめ、

諸施設における定期講座やクラブ活動の充実、地域や職場における自主的な学習活動の奨励に努

めている。 
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また、生涯学習、社会教育、地域住民の日常的な学習活動やふれあいの場として中心的な役割

を担う集会施設の整備を進めてきたが、今後は施設の老朽化対策が急務である。 

 

      生涯学習活動事業の実施状況 

種    別 学級数 対象人員 種    別 学級数 対象人員 

舞  踏  教  室 1  4 バ ン ド 1  5 

生  花  教  室 1 14 読み聞かせ教室 1 20 

コ ー ラ ス 1 15 料 理 教 室 1 15 

英  会  話  教  室 3 35 田 植 え 唄 教 室 1 25 

民謡・三味線教室 1  8    

（Ｒ６公民館資料） 

      図書室の利用状況 

        
蔵書冊数 

              館 外 貸 出      

冊数 人数 

公民館内図書室 9,588 745 514 

県立図書館図書 2,400 497 350 

計 11,958 1,242 864 

（Ｒ６公民館資料） 

（２）その対策 

① 学校教育 

児童生徒数が減少しているが、小中一貫教育体制の更なる充実を図る。また、学校は地域の活

性化のシンボル的要素を持っているため、地域と連携した教育環境の整備を図る。 

 

② 社会教育 

村民の多様な学びの拠点となる中央公民館の老朽化対策、また、同公民館内の図書室の機能強

化のための整備を行う。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の振興 (1) 学校教育関連

施設 

  校舎 

 

 

 

 

 

  教職員住宅 

 

  給食施設 

 

 

(3) 集会施設、体育

施設等 

  公民館 

 

 

小中一貫教育推進事業 

（LED 照明改修、駐車場及び

通路整備） 

プール再整備事業 

小中学校バリアフリー化事業 

 

教職員住宅新増築事業 

 

保育所・小学校給食設備整備

事業 

 

 

 

公民館再整備事業 

 

 

新庄村 

 

 

新庄村 

新庄村 

 

新庄村 

 

新庄村 

 

 

 

 

新庄村 
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  図書館 

 

(4) 過疎地域持続

的発展特別事業 

  義務教育 

 

 

 

図書館整備事業 

 

 

 

総合的人材育成事業 

・小中学生を対象に、デジタ

ル学習・自然体験・文化体

験を通じて主体性や郷土愛

を育み、将来の地域を担う

人材を育成する。 

グローバル人材育成事業 

・中学生を対象に、デジタル

教材及びオンラインによる

外国語スピーカーや他国生

徒との交流を行い、英語に

興味を持つグローバル人材

の育成を行う。 

 

 

新庄村 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 
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10 集落の整備 
 
（１）現況と問題点 

本村は山林が大半を占め、谷あいの僅かな平坦地に集落が形成されており、村の中心から最も遠

隔地の集落は、約８㎞程度の位置にある。 

現状では、各集落の社会生活におけるコミュニティは維持できているが、少子高齢化等により、

将来的に集落機能の維持が困難になることが予想される。 

また、各集落の耕地は概ね土地改良が行われているが、耕作者は高齢者、兼業農家が大半を占め

ており、後継者不足が課題となっている。 

今後、集落に荒廃地が広がれば、「日本で最も美しい村」としての景観が失われるだけでなく、

生態系や防災面への影響も懸念される。 

このことから、集落のコミュニティの維持及び活性化を図り、集落による耕地や里山等の維持を

支援する必要がある。 

 

（２）その対策 

集落のコミュニティの活性化については、地域の課題を自らの手で解決していこうという意識が

重要であることから、行政として集落内でファシリテーター等地域づくりを担う人材を育成するこ

とで、集落の内発的な取組を支援する。 

また、行政として集落が行う主体的活動への支援を行うとともに、生活関連施設の維持・整備を

行う。さらに、集落の維持が困難と見込まれる場合には、集落再編も視野に検討を行う。 
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11 地域文化の振興等 
 
（１）現況と問題点 

新庄村にはかつて出雲街道の宿場が置かれていたため、遺跡、史跡、建造物等が多く存在し、特

有の伝統文化も継承されている。また、自然景観にも恵まれており、中国山地の1000ｍ級の山々、

県内３大河川のひとつである旭川源流の清流など、県内外に誇る歴史的、自然的資産を保有してい

る。そして、例年桜の開花にあわせて行われる「がいせん桜まつり」は、村最大の行事として多く

の観光客を集めている。 

 

① 旧出雲街道新庄宿の町並み 

新庄村の現在の町並みは、旧出雲街道の宿場町として栄えたところから由来する。平成４年

以降、明治38年に村議会の議決を経て植栽された「がいせん桜」とともに町並み保存を進めて

おり、桜生育環境整備や、歴史的町並みを有する地区を中心に空き家活用事業を実施し、空き

家対策にも取り組んでいる。 

 

② 文化 

優れた芸術、文化に接することは、村民の情操を高め、知性を涵養し、生活に潤いを与える

ものである。人々が心豊かな充実した人生を送るためには、平素から芸術文化に接触し親しむ

ことができるよう文化的生活環境が醸成されていなければならない。本村は、出雲文化との接

点にあることから、特色ある地域文化を維持し、活発な芸術文化活動を展開してきている。今

までの文化行政は、芸術文化の振興や文化財の保護などを行なってきたが、これらに加え今後

は地域住民の生活に密着した文化を育てていくため、文化創造の主体である村民に対して様々

な文化的ニ－ズに応じた施策を行っていく必要がある。 

 

（２）その対策 

新庄村の中心地域は「がいせん桜通り」として有名であり、町並み保存事業等を実施しているが、

桜の開花時期以外は観光客の滞在時間が短いという課題がある。そのため、これまで古民家を改修

したコワーキング施設や宿泊施設の整備を行ってきたが、がいせん桜通りを地域活性の中心と考え

「グランドデザイン推進委員会」を中心とした桜通りの計画的な活性化を住民一体となり検討して

いく。また観光事務所を桜通り内に移設し、観光客等の交流人口の増加を図る。 

また、村民の郷土への愛着と誇りを高め、文化の発展と地域の活性化のために公民館活動を活発

に展開する。公民館において各種の文化事業、多彩な講座を開催し、村民の文化活動への参加を積

極的に促進する。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化の振興

等 

(1) 地域文化振興

施設等 

地域文化振興

施設 

 

 

民俗資料館改修事業 

文化資料等保存施設整備事業 

脇本陣木代邸屋根改修事業 

 

 

 

新庄村 

新庄村 

新庄村 
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12 再生可能エネルギーの利用の推進 
 
（１）現況と問題点 

地球温暖化の問題は世界的規模で深刻さを増しており、本村としても脱炭素社会の実現に向けて

行政、村民及び村内事業者等の各主体が一丸となって、積極的に温室効果ガス削減に取り組む必要

がある。 

このため、住民参画のもと、地域の自然や資源を最大限に生かした新エネルギーの導入の 

取組を進め、地域の活性化や安全安心な暮らしにつなげる。 

 

（２）その対策 

これまで村外に搬出していた未利用の村産木材を活用した木質バイオマスボイラーを導入し

た。今後ボイラー熱源の供給先を増やしていくことで、カーボンニュートラルの実現及び村内経

済の活性化を図る。 

その他、風力及び小水力発電の検討など、本村の豊かな自然を生かした再生可能エネルギーに

ついて検討する。 

 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

11 再生可能エネル

ギーの利用の推進 

(1) 再生可能エネ

ルギー利用施設 

木質バイオマスボイラー拡張

事業 

 

新庄村 
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 
 

（１）現況と問題点 

① 自然環境の保全 

本村は、人々が自然の地形を活かした営みの中で形成してきた中国山地特有の景観を多く残し

ている。河川、山林、農地が一体となった景観は、本村の原風景として今後も保全が必要である。 

しかし、近年は生活の中で木質資源を用いることが少なくなったことで里山の森林化が進行し、

また、一部の耕作地は高齢化や後継者不足等により荒廃するなど、人の手が入らなくなったこと

により自然環境が変化している。 

 

（２）その対策  

① 自然環境の保全 

村民との協働により、自然環境の保全及び地域資源としての活用を推進する。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

12 その他地域の持

続的発展に関し必

要な事項 

(1) 過疎地域持続

的発展特別事業 

自然環境 

 

 

自然環境保全事業 

・絶滅危惧種の保護やネイチ

ャーガイド養成等を通じ

て、自然環境保護意識の向

上を図る。 

 

 

 

新庄村 
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事業計画（令和８年度～令和１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分（再掲） 

持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定

住・地域間

交 流 の 促

進、人材育

成 

(4) 過疎地域持続

的発展特別事業 

移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成 

 

 

空き家対策事業 

・村内の空き家の改修を行

う個人又は法人に対して

補助を行うことで、村内

への移住促進を図る。 

移住サポート事業 

・移住・定住情報の発信や

移住希望者へ細かなサポ

ートを行うことで、移住

者の増加を図る。 

 

総合的人材育成事業 

・社会人を対象に、自ら考

え主体的に行動し地域の

課題を解決できる人材を

育成するための講座を開

催する。 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

当該施策により移

住者増を見込み、

その効果は将来に

及ぶ。 

 

 

当該施策により移

住者増を見込み、

その効果は将来に

及ぶ。 

 

当該施策により本

村の課題を主体的

に解決できる人材

の育成を見込み、

その効果は将来に

及ぶ。 

 

２ 産業の振

興 

(10)過疎地域持続

的発展特別事業 

  第１次産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業公社運営事業 

・新庄村農業公社への支援

を通じ、本村の農業の振

興を図る。 

 

 

農業生産力維持事業 

・村内農家による生産力の

維持・向上の取組への支

援を通じ、本村の農業の

振興を図る。 

 

森林セラピー事業 

・森林セラピー基地を活用

した観光振興及び交流人

口の増加を図る。 

 

 

真庭版 DMO 推進体制支援

事業 

・真庭版 DMO である（一社）

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

当該施策により農

業公社を中心とし

た農業の維持及び

発展を見込み、そ

の効果は将来に及

ぶ。 

当該施策により農

業の維持及び発展

を見込み、その効

果は将来に及ぶ。 

 

 

当該施策により森

林セラピーを活用

した観光振興及び

交流人口の増加を

見込み、その効果

は将来に及ぶ。 

当該施策により同

局を中心とした真

庭圏域の観光振興
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持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

 

 

 

 

  その他 

真庭観光局への支援を通

じて、村内の観光振興を

図る。 

 

空き家活用事業所開設支援

事業 

・空き家等を活用した事業

所の新規開設を支援する

ことで、産業振興及び地

域活性化を図る。 

 

 

 

 

新庄村 

を見込み、その効

果は将来に及ぶ。 

 

 

当該施策により空

き家等の有効活用

や事業者進出等に

よる地域活性化を

見込み、その効果

は将来に及ぶ。 

 

３ 地域にお

ける情報化 

(2) 過疎地域持続

的発展特別事業 

デジタル技術

活用 

 

 

デジタル実行計画策定事業 

・デジタル技術の活用に係

る村の将来計画の策定を

通じ、行政サービスの利

便性向上を図る。 

行政情報発信デジタル化事

業 

・行政情報を村民のスマー

トフォン等へオンライン

でタイムリーに発信でき

るシステムを導入するこ

とで、情報発信の効率化

を図る。 

行政事務デジタル化推進事

業 

・マイナンバーカードによ

る本人確認を基本とした

行政手続の電子化推進、

役場庁内事務の電子化に

よる業務効率化・ペーパ

ーレス化を図る。 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

当該施策により行

政サービスの向上

を見込み、その効

果は将来に及ぶ。 

 

当該施策により情

報発信の効率化を

見込み、その効果

は将来に及ぶ。 

 

 

 

 

当該施策により行

政手続や行政事務

の 効 率 化 を 見 込

み、その効果は将

来に及ぶ。 

４ 交通施設

の整備、交

通手段の確

保 

(9) 過疎地域持続

的発展特別事業 

  公共交通 

 

 

真庭市コミュニティバス運

行事業 

・真庭市中心部と本村を結

ぶコミュニティバスを運

行し、村民の移動手段の

確保を図る。 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該施策により真

庭市と本村を結ぶ

地域旅客運送サー

ビスの持続的な提

供を見込み、その

効 果 は 将 来 に 及

ぶ。 
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持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

村内巡回バス運行事業 

・村内各地区と村中心部を

結ぶ巡回バスを運行し、

交通空白地域の解消を図

る。 

新庄村 当該施策により村

内における移動手

段の持続的な提供

を見込み、その効

果は将来に及ぶ。 

 

５ 生活環境

の整備 

(7) 過疎地域持続

的発展特別事業 

  その他 

 

 

定住促進住宅借上事業 

・民間事業者が単身移住者

向けに整備した賃貸住宅

を借上げることにより、

同 住 宅 の 安 定 運 用 を 図

る。 

 

 

新庄村 

 

 

当該施策により民

間事業者が単身移

住者向けに整備し

た賃貸住宅の持続

的 運 用 が 見 込 ま

れ、その効果は将

来に及ぶ。 

 

６ 子育て環

境の確保、

高齢者等の

保健及び福

祉の向上及

び増進 

(8) 過疎地域持続

的発展特別事業 

  児童福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者・障害

者福祉 

 

 

子育て・児童育成支援事業 

・保育料や医療費等の無償

化を行い、子育て世帯の

負担軽減を図る。また、

多世代との交流の機会を

設けることで、子育てし

やすい地域づくりを推進

する。 

 

高齢者生きがい活動支援事

業 

・過疎地域における高齢者

の社会活動への参加を促

進することで、生きがい

の あ る 生 活 の 確 保 を 図

る。 

高齢者在宅福祉サービス事

業 

・過疎地域における高齢者

の日常生活を支援するこ

とで、安心安全な生活の

確保を図る。 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

 

 

 

新庄村 

 

 

 

当該施策により若

い世代が安心して

子育てができる環

境の整備が見込ま

れ、その効果は将

来に及ぶ。 

 

 

 

当該施策により地

域社会に活力ある

高齢者が増加する

ことを見込み、そ

の効果は将来に及

ぶ。 

 

当該施策により高

齢者の安心安全な

暮らしの確保を見

込み、その効果は

将来に及ぶ。 

８ 教育の振

興 

(4) 過疎地域持続

的発展特別事業 

  義務教育 

 

 

総合的人材育成事業 

 

 

新庄村 

 

 

当該施策により自
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持続的発展 

施策区分 
事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考 

・小中学生を対象に、デジ

タル学習・自然体験・文

化体験を通じて主体性や

郷土愛を育み、将来の地

域 を 担 う 人 材 を 育 成 す

る。 

 

グローバル人材育成事業 

・中学生を対象に、デジタ

ル教材及びオンラインに

よる外国語スピーカーや

他 国 生 徒 と の 交 流 を 行

い、英語に興味を持つグ

ローバル人材の育成を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庄村 

ら主体的に考え行

動し、また、地域

の自然や文化を保

全・発展させる人

材 の 育 成 を 見 込

み、その効果は将

来に及ぶ。 

当該施策によりグ

ローバルな視点を

持ち、国際社会の

担い手となる人材

の育成見込み、そ

の効果は将来に及

ぶ。 

 

12 その他地

域の持続的

発展に関し

必要な事項 

(1) 過疎地域持続

的発展特別事業 

自然環境 

 

 

自然環境保全事業 

・絶滅危惧種の保護やネイ

チャーガイド養成等を通

じて、自然環境保護意識

の向上を図る。 

 

 

新庄村 

 

 

当該施策により本

村の豊かな自然環

境 の 保 全 を 見 込

み、その効果は将

来に及ぶ。 

 

 

 


